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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストーマからの身体の老廃物を受け入れるパウチ入口と、パウチ出口と、身体側チャン
バーと、外側チャンバーとを含むパウチと、
　前記パウチ出口に取り付けられている平坦な排出タップであって、少なくとも１つの入
口と、１つの出口と、前記身体の老廃物が前記パウチから流れ出るための経路を提供する
内腔とを有する排出タップと
を備え、
　該排出タップは、前記内腔のサイズが調整可能であるように構成され、
　前記少なくとも１つの入口は、前記外側チャンバー内の前記身体の老廃物を受け入れる
ように構成されている第１の入口と、前記身体側チャンバー内の前記身体の老廃物を受け
入れるように構成されている第２の入口とを含むオストミー器具。
【請求項２】
　前記排出タップは概ね平坦な輪郭を有し、前記排出タップは、前記パウチ出口に嵌まる
ように構成されている上部と、底部とを含み、前記内腔は、前記上部の内面及び前記底部
の内面によって画定され、前記少なくとも１つの入口は前記上部に画定され、前記出口は
前記底部の外周端に画定され、前記底部は扁平な円筒形状を有し、緩んだ状態では、前記
底部の幅は該底部の厚さよりも大きい、請求項１に記載のオストミー器具。
【請求項３】
　前記底部の前記厚さに対する前記幅の比は、緩んだ状態では２よりも大きい、請求項２
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に記載のオストミー器具。
【請求項４】
　前記底部の前記厚さに対する前記幅の比は、緩んだ状態では４よりも大きい、請求項３
に記載のオストミー器具。
【請求項５】
　前記パウチは、身体側壁と、外側壁と、濾過セクションを含む中央壁とを有するデュア
ルチャンバーパウチであり、前記身体側壁と、前記外側壁と、前記中央壁とは、前記身体
側チャンバー及び前記外側チャンバーを画定するように、それらの外周縁に沿って共にシ
ールされ、前記身体側チャンバーは、前記身体側壁と前記中央壁との間に画定され、前記
外側チャンバーは、前記外側壁と前記中央壁との間に画定され、前記身体側壁は前記パウ
チ入口を含む、請求項１～４のいずれか一項に記載のオストミー器具。
【請求項６】
　前記濾過セクションは複数の開口を含み、前記濾過セクションは、前記身体の老廃物中
の固形物及び液体を分離するように構成されており、前記液体は、前記身体側チャンバー
から前記濾過セクションを通って前記外側チャンバー内へ流れ、一方で、前記固形物の実
質的に全ては前記身体側チャンバー内に留まる、請求項５に記載のオストミー器具。
【請求項７】
　前記複数の開口は、複数のミシン目又は複数のスリットである、請求項６に記載のオス
トミー器具。
【請求項８】
　前記濾過セクションは複数の円形の開口を含み、各円形の開口は２ｍｍ～４ｍｍの直径
を有する、請求項６に記載のオストミー器具。
【請求項９】
　前記第２の入口は、ユーザーによって開かれるまで閉じた位置にある、請求項５～８の
いずれか一項に記載のオストミー器具。
【請求項１０】
　前記排出タップは、前記パウチ出口に配置された上部を含み、該上部は、第１のシール
面と、第２のシール面と、第３のシール面とを含み、前記第１のシール面は、前記外側壁
の内面に、前記パウチ出口に近接して取り付けられ、前記第２のシール面は、前記中央壁
の表面に、前記パウチ出口に近接して取り付けられ、前記第３のシール面は、前記身体側
壁の内面に取り付けられ、前記第１の入口は、前記第１のシール面と前記第２のシール面
との間に画定され、前記第２の入口は、前記第２のシール面と前記第３のシール面との間
に画定される、請求項５～８のいずれか一項に記載のオストミー器具。
【請求項１１】
　前記上部は、第１のリップ及び第２のリップを含み、前記第２のシール面は、前記第１
のリップの外面に形成され、前記第３のシール面は、前記第２のリップの外面に形成され
、前記第２の入口は、前記第１のリップと前記第２のリップとの間に画定され、前記第１
のリップ及び前記第２のリップは、前記第２の入口が閉じた位置にあるように、互いに接
触し、前記第１のリップ及び前記第２のリップは、前記上部の縁に沿って圧力を加えるこ
とによって開くように構成されており、前記第１の入口は、前記第１のシール面と前記第
２のシール面との間に配置された開口によって画定される、請求項１０に記載のオストミ
ー器具。
【請求項１２】
　前記排出タップの前記出口は、前記身体の老廃物を容器まで運ぶチューブに接続され、
前記外側チャンバー内の前記液体は、前記第１の入口を通って流れ、前記チューブを介し
て前記容器まで連続的に運ばれ、前記固形物の実質的に全ては、前記第２の入口が開くま
で前記身体側チャンバー内に留まる、請求項１１に記載のオストミー器具。
【請求項１３】
　前記チューブは、アダプターを介して前記排出タップに接続され、前記アダプターは、
前記排出タップの前記出口に嵌まるように構成されている、請求項１２に記載のオストミ
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ー器具。
【請求項１４】
　前記排出タップは、該排出タップの縁に圧力を加えることによって、前記内腔のサイズ
が増大するように構成されている、請求項１～１３のいずれか一項に記載のオストミー器
具。
【請求項１５】
　前記内腔のサイズ及び前記出口のサイズは、前記底部の幅に沿って圧力を加えることに
よって増大する、請求項１～１４のいずれか一項に記載のオストミー器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示はオストミー器具に関し、より詳細には、オストミー器具のデュアルチャンバー
オストミーパウチ及び平坦な排出タップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ストーマから排出される身体の老廃物の回収のためのオストミーパウチはよく知られて
いる。オストミーパウチは典型的には、ヒトのストーマからの排出物の回収空洞部を画定
するようにその端部に沿って共に固定された、平坦で対向する側壁を含む。側壁のうちの
１つには、ストーマを受容する開口部を設け、ストーマを通じて排出される身体の老廃物
が回収空洞内に受容されるよう、ストーマを包囲するように配置された接着障壁にオスト
ミーパウチを固定するために、接続フランジのような手段が設けられる。その下端におい
て、オストミーパウチは、ストーマを通過する身体の老廃物の回収の最中に閉じることが
できるが使用期間の後にオストミーパウチから身体の老廃物を流し出すために開くことが
できる排出開口部を有してもよい。代替的には、使い捨て用にオストミーパウチを設計し
てもよく、その場合には、実質的にヒトのストーマからの排出物で満ちた後にオストミー
パウチの全体が廃棄されることになるため、排出開口部を設けることはない。
【０００３】
　排出可能なパウチは、典型的に、排出開口部に対してクロージャーを利用することによ
り、身体の老廃物の周期的な排出の後に再利用可能である。そのようなクロージャーは、
身体の老廃物の漏出を防ぐ役割を果たす限り、いくつかの異なる形態をとり得る。一方、
使い捨て用パウチの場合、一回の使用後に捨てられることを意図しているため、クロージ
ャーの必要がない。
【０００４】
　幾つかの排出可能なパウチは、比較的大容量のベッド脇の容器につながる排出チューブ
に連結されるように設計されている。これらは、ストーマからの排出物を、パウチを通し
て容器内に連続的に排泄することを可能にし、それによって、例えばユーザーは、定期的
にオストミーパウチの内容物を空にする必要なく一晩中眠ることができる。そのような排
出可能なパウチは、排出チューブに直接的に又はアダプターを介して接続される排出タッ
プを含む。排出タップは通常、概ね円筒形の形状及び円形の断面積を有する。排出タップ
は、衣類の下で嵩張り、大きな固形物片が通るには困難を伴う可能性がある。このことは
、多くの場合に、ユーザーの不快感、及び排出システムが夜中に詰まることにつながる可
能性がある。
【０００５】
　したがって、改良されたオストミー器具が必要とされている。望ましくは、そのような
オストミー器具は、固形物を液体老廃物から分離することができる。より望ましくは、そ
のような器具は、液体老廃物を、オストミーパウチからの固形老廃物とは別に又は固形老
廃物と同時に排出できる出口を含む。
【発明の概要】
【０００６】
　パウチの内容物を連続的に排出するために外部容器に接続することのできる排出可能な
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オストミーパウチがオストミー患者に用いられてきた。特に、イレオストミー患者は、通
常は液体及び固形物の混合物であるストーマからの排出物を排出するための排出タップを
含む、多くの排出物を排出可能なオストミーパウチを用いている。多くの排出物を排出可
能なパウチの排出タップは通常、円形の断面積を有する概ね円筒形の形状を有し、円筒形
の内腔を維持するポリマー材料から形成される。しかし、これらの排出タップは衣類の下
で嵩張り、夜間用排出物収集器に取り付けられると詰まる場合が多い。これによって漏れ
が生じ、ユーザーの睡眠を妨げる可能性がある。
【０００７】
　したがって、種々の実施形態に従って、改良されたオストミー器具が提供される。１つ
の実施形態では、オストミー器具はオストミーパウチを含み、このオストミーパウチは、
ストーマからの排出物中の固形物及び液体を分離するとともに、排出タップが詰まるリス
クを低減するために、オストミーパウチ内に固形物を保ったままで分離された液体を連続
的に排出することを可能にするように構成されている。この実施形態では、固形物は身体
側チャンバー内に保持され、液体はオストミーパウチの外側チャンバーに流れ込む。オス
トミー器具は、外側チャンバーから液体を排出するために夜間用排出物容器に接続される
ように、外側チャンバーに液体弁又は排出タップを含むことができる。したがって、液体
弁又は排出タップが固形物によって詰まるリスクが大幅に低下するか又はなくなる。オス
トミーパウチは、排出可能な折り畳み式のクロージャーのような全ての排出物を排出する
ように開くことのできる出口も含む。
【０００８】
　代替的には、オストミー器具は、ユーザーに対して平坦である概ね平坦な輪郭を有する
高排出タップを含む。そのような排出タップは、従来の高排出タップよりも嵩張らず、よ
り大きな裁量をユーザーに与える。１つの実施形態によると、排出タップは内腔を含み、
内腔のサイズは、より大きい固形物に対応するように増大させることができるため、詰ま
るリスクが低下する。排出タップは、排出タップの出口の内側及び外側の両方に嵌まるこ
とができるクロージャーキャップを含み、クロージャーキャップが排出タップに係合する
と確実な２箇所の封止を提供する。別の実施形態では、平坦な高排出タップは、直接的に
又はアダプターを介して夜間用排出チューブに接続され、オストミーパウチからの液体を
排出するように構成されている。同じ平坦な高排出タップを開いて、オストミーパウチ内
の液体及び固形物の両方を空にすることができる。
【０００９】
　１つの態様において、パウチ及び平坦な排出タップを含むオストミー器具が提供される
。パウチは、ストーマからの身体の老廃物を受け入れるパウチ入口と、パウチ出口と、身
体側チャンバーと、外側チャンバーとを含んでいる。平坦な排出タップは、パウチ出口に
取り付けられ、少なくとも１つの入口と、１つの出口と、身体の老廃物がパウチから流れ
出るための経路を提供する内腔とを有する。平坦な排出タップは、内腔のサイズが調整可
能であるように構成されている。少なくとも１つの入口は、外側チャンバー内の身体の老
廃物を受け入れるように構成されている第１の入口と、身体側チャンバー内の身体の老廃
物を受け入れるように構成されている第２の入口とを含んでいる。
【００１０】
　別の態様において、オストミー器具は、第１のチャンバー及び第２のチャンバーを含む
パウチと、入口と、少なくとも１つの出口と、入口を介して受け入れられた身体の老廃物
中の液体及び固形物を分離するように構成されているフィルターとを備えている。
【００１１】
　さらに別の態様において、オストミー器具は、第１のチャンバー及び第２のチャンバー
を含むパウチと、パウチ入口と、パウチ出口と、平坦な排出タップとを備えている。平坦
な排出タップは、パウチ出口に取り付けられ、少なくとも１つの入口と、出口と、老廃物
がパウチから流れ出るための経路を提供する内腔とを含んでいる。平坦な排出タップは、
内腔のサイズが調整可能であるように構成されている。
【００１２】
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　他の態様、目的及び利点は、添付の図面と併せて読めば以下の詳細な説明からより明ら
かとなるであろう。
【００１３】
　本発明の実施形態の恩恵及び利点は、以下の詳細な説明及び添付の図面を検討した後で
当業者に、より容易に明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】１つの実施形態によるデュアルチャンバーパウチ及び平坦な排出タップを含むオ
ストミー器具の斜視図である。
【図２】線Ｉ－Ｉに沿った図１のオストミー器具の断面図である。
【図３】閉じたリップ位置にある図１の平坦な排出タップの斜視図である。
【図４】開いたリップ位置にある図１の平坦な排出タップの斜視図である。
【図５】１つの実施形態による、アダプター及びチューブを介して収集容器に接続されて
いる図１のオストミー器具を示す図である。
【図６】異なる実施形態による、デュアルチャンバーパウチと、折り畳み式のクロージャ
ーと、液体弁とを含むオストミー器具の斜視図である。
【図７】別の実施形態による、平坦な排出タップ及びクロージャーを含むオストミー器具
の断面図である。
【図８】図示を分かりやすくするためにクロージャーが排出タップから取り外されている
状態で示される、図７の平坦な排出タップ及びクロージャーの斜視図である。
【図９】平坦な排出タップの内腔のサイズを増大させるように指で排出タップの縁を押し
ている状態の、図８の平坦な排出タップの斜視図である。
【図１０】従来の排出タップの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本開示は、種々の形態の実施形態が可能であるが、本開示は例示であるものとみなされ
るべきであり、本開示を、図示された特定の実施形態に限定する意図はないという理解の
上で、目下好ましい実施形態が図面に示されるとともに以下で説明される。
【００１６】
　ここで図面、特に図１及び図２を参照すると、１つの実施形態によるオストミー器具１
０が示されている。オストミー器具１０は、オストミーパウチ１２及び平坦な排出タップ
１４を含んでいる。オストミーパウチ１２は、身体側チャンバー１６及び外側チャンバー
１８を含むデュアルチャンバーパウチである。オストミーパウチ１２は、平坦な対向する
壁、すなわち身体側壁２０及び外側壁２２と、分離又は濾過セクション２６を含む中央壁
２４とを含んでいる。対向する壁２０，２２及び中央壁２４は、例えばヒートシールによ
ってそれらの縁２８に沿って共に固定され、身体側チャンバー１６及び外側チャンバー１
８を画定する。
【００１７】
　身体側壁２０には、ストーマを受け入れる入口開口３０と、身体側接続フランジ（図示
せず）を介してストーマの周りに配置された接着剤バリアー（図示せず）にオストミー器
具１０を固定するパウチ側接続フランジ３２とが設けられているため、ストーマを通して
排出される身体の老廃物がオストミーパウチ１２の身体側チャンバー１６内に受け入れら
れる。この実施形態は、パウチ側接続フランジ３２と、身体側接続フランジ（図示せず）
を含む別個の接着剤バリアーとを含むツーピースオストミー器具として示されているが、
他の実施形態では、オストミー器具は、接着剤皮膚バリアーがパウチに直接的に貼着され
たワンピースパウチであってもよい。
【００１８】
　濾過セクション２０は、入口開口３０を介して身体側チャンバー１６に入る身体の老廃
物中の固形物から液体を分離するように構成されている。１つの実施形態では、濾過セク
ション２０は、複数の開口、例えば複数のミシン目又はスリットを含み、液体が濾過セク
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ションを通って外側チャンバー１８内に入ることを可能にするが、固形物が濾過セクショ
ン２０を通ることは阻止する。図示された実施形態では、濾過セクション２０は複数の円
形の開口を含み、各開口は、約１ｍｍ～約５ｍｍ、例えば約２ｍｍ～約４ｍｍの直径を有
することができる。他の実施形態では、濾過セクションは、液体を固形物から効果的に分
離するために様々な身体の老廃物に対応するように、様々な形状及び／又はサイズの開口
を有することができる。例えば、開口のサイズは直径１ｍｍよりも小さいものとすること
ができる。
【００１９】
　オストミー器具１０は、その下端にテール部分３３を含んでいる。平坦な排出タップ１
４は、テール部分３３に配置されており、テール部分３３の外周端の内面にシールされる
ように取り付けられている。平坦な排出タップ１４の斜視図が図３に示されている。この
実施形態では、平坦な排出タップ１４は、従来の成形法によって可撓性の弾性材料から形
成されるワンピースのタップである。平坦な排出タップ１４の好適な材料としては、シリ
コーン、ゴム、エラストマー等が挙げられるがこれらに限定されない。図２及び図３に示
されるように、平坦な排出タップ１４は、概ね平坦な輪郭を有し、ストーマからの排出物
がオストミーパウチ１２を出るための出口経路を画定する内腔４８を含んでいる。「概ね
平坦な輪郭」という用語は、本明細書では、幅：厚さの比が少なくとも２である排出タッ
プの形状を説明するのに用いられ、この場合、幅６４（図３）及び厚さ６６（図２）は、
円形の断面積を有する従来の排出タップと比較してより大きな裁量をユーザーに与えるよ
うに、ユーザーがオストミー器具を装着すると排出タップが平坦になるように、排出タッ
プの出力端において測定される。
【００２０】
　平坦な排出タップ１４は、オストミーパウチ１２のテール部分３３の外周端に嵌まるよ
うに構成されている上部４４と、排出出口３４を画定する底部４６とを含んでいる。底部
４６は、緩んだ状態では幅６４（図３）が厚さ６６（図２）よりも大きくなるように、扁
平な円筒形状を有している。図示された実施形態では、底部４６の厚さ６６に対する幅６
４の比は２よりも大きく、好ましくは４よりも大きい。
【００２１】
　上部４４は、外側壁２２、中央壁２４、身体側壁２０に対してシールする３つのシール
面３８、４０、４２を含むことができる。第１のシール面３８及び第２のシール面４０は
、平坦な排出タップ１４の一方の側に形成され、第３のシール面４２は、排出タップ１４
の反対の側に形成されている。上部４４は、第１のリップ５０及び第２のリップ５１を含
んでいる。第２のシール面４０は第１のリップ５０に形成され、第３のシール面４２は第
２のリップ５１に形成されている。第１のリップ５０及び第２のリップ５１は、図１、図
３及び図４に示されるように、上部４４の縁５２に沿って圧力が加えられて第１のリップ
５０及び第２のリップ５１が開くまでは、図２及び図３に示されるように、閉じたリップ
位置で互いに接触している。例えば、ユーザーは、自身の指で縁５２を押して第１のリッ
プ５０及び第２のリップ５１を開くことができる。図４は、開いた位置の平坦な排出タッ
プ１４を示している。第１のリップ５０及び第２のリップ５１は、身体側チャンバー１６
からの入口を画定し、この入口は、この入口を開くように圧力が加えられるまでは閉じた
ままである。第１のシール面３８と第２のシール面４０との間に配置されている開口５４
は、外側チャンバー１８からの液体入口を画定している。
【００２２】
　平坦な排出タップ１４は、第１のシール面３８が外側壁２２の内面に面し、第２のシー
ル面４０が中央壁２４の身体側の面に面し、第３のシール面４２が身体側壁２０の内面に
面するように、オストミーパウチ１２のテール部分３３に配置されている。図２に示され
るように、第１のシール面３８は、外側壁２２の内面にシールされるように取り付けられ
ている。第２のシール面４０は、身体側チャンバー１６に面する中央壁２４の面にシール
されるように取り付けられている。第３のシール面４２は、身体側壁２０の内面にシール
されるように取り付けられている。第１のシール面３８、第２のシール面４０、第３のシ
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ール面４２は、ヒートシール又は接着剤のような従来の方法を用いて外側壁２２、中央壁
２４、身体側壁２０に取り付けることができる。
【００２３】
　さらに、オストミー器具１０は、クロージャーキャップ３６（図１）を含むことができ
、クロージャーキャップ３６は、平坦な排出タップ１４の出口端部３５の内側及び外側の
両方に嵌まることができ、クロージャーキャップ３６が平坦な排出タップ１４に係合する
と、２箇所の漏れのないシールを提供する。クロージャーキャップ３６は、平坦な排出タ
ップ１４につなぐことができる。
【００２４】
　使用時には、クロージャーキャップ３６によってシールされるように閉じられているオ
ストミー器具１０を、接着剤皮膚バリアー（図示せず）に取り付ける。ストーマからの排
出物は、入口開口３０を介して身体側チャンバー１６内に流れ込む。ストーマからの排出
物は通常、液体及び固形物の両方を含んでいる。ストーマからの排出物中の液体は、身体
側チャンバー１６から、中央壁の濾過セクション２６を通って外側チャンバー１８に流れ
込む。したがって、ストーマからの排出物は、濾過セクション２６によって液体及び固形
物に概ね分離される。
【００２５】
　図５では、アダプター５８が、オストミーパウチ１２内の身体の老廃物を、チューブ６
２を介して収集容器６０に排出するように排出出口３４に係合している。図２に示される
ように、身体側チャンバー１６の出口５６は、平坦な排出タップ１４の閉じた第１のリッ
プ５０及び第２のリップ５１によって閉じられており、これによって、身体側チャンバー
１６内の固形物が排出出口３４を通って流れることを防止する。外側チャンバー１８の出
口５７は、平坦な排出タップ１４の開口５４を介して排出出口３４と流体連通している。
したがって、外側チャンバー１８内の液体は、排出出口３４から流れ出し、アダプター５
８を通って、チューブ６２を介して収集容器６０に入る。したがって、濾過セクション２
６によって固形物から分離された液体のみが収集容器６０内へ連続的に排出される。した
がって、平坦な排出タップ１４、アダプター５８及び／又はチューブ６２が固形物によっ
て詰まるリスクは、大幅に低下するか又はなくなる。
【００２６】
　さらに、身体側チャンバー１６が固形物で満たされると、又はユーザーが身体側チャン
バー１６及び外側チャンバー１８内の内容物を空にすることを望む場合、図３及び図４に
示されるように、平坦な排出タップ１４の縁５２を内方へ押すことができ、これによって
第１のリップ５０が開き、更に、身体側チャンバー１６の出口５６が開いて固形物を空に
する。このプロセス中、開口５４は開いたままであるものとすることができるため、液体
及び固形物の両方を平坦な排出タップ１４の排出出口３４を介して排出することができる
。さらに、底部４６のその縁も押し、内腔４８のサイズを増大させて固形物及び液体の排
出を改善することができる。
【００２７】
　図６は、代替的な実施形態によるオストミー器具１００を示している。オストミー器具
１００は、オストミー器具１０と同様に、固形物用の身体側チャンバー及び液体用の外側
チャンバーを含むデュアルチャンバーオストミーパウチ１０２を含んでいる。しかし、オ
ストミー器具１００は、平坦な排出タップの代わりに、折り畳み式のクロージャー１０４
及び液体弁１０６を含んでいる。そのような折り畳み式のクロージャーの例は、Villefra
nceらによる米国特許第７，８７９，０１５号明細書及びMandzijらによる米国特許第７，
８７９，０１６号明細書に開示されており、これらはともに本願と同一の出願人によるも
のであり、参照により本明細書に援用される。オストミーパウチ１０２のチャンバーは、
オストミーパウチ１２と同様に、身体側壁と、濾過セクションを有する中央壁と、外側壁
とによって画定されている。折り畳み式のクロージャー１０４が丸められて閉じられると
、身体側チャンバー及び外側チャンバーの出口が閉じられ、これらのチャンバーは中央壁
によって分離される。したがって、身体側チャンバーに流れ込むストーマからの排出物中
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の固形物及び液体は、オストミー器具１０に関して上述したように概ね分離される。
【００２８】
　オストミーパウチ１００の外側チャンバーには液体弁１０６が設けられており、液体弁
１０６を通して、外側チャンバー内の液体を収集容器（図示せず）内へ排出することがで
きる。オストミーパウチ１０２が固形物で満たされるか、又はユーザーが両方のチャンバ
ーから内容物を空にすることを望む場合、折り畳み式のクロージャー１０４を開くか又は
広げることができ、これによって身体側チャンバー及び外側チャンバーの出口が開き、液
体及び固形物の両方を一緒に空にすることができる。
【００２９】
　図７は、別の実施形態によるオストミー器具２００を示している。オストミー器具２０
０は、オストミーパウチ２０２及び平坦な排出タップ２０４を含んでいる。オストミーパ
ウチ２０２は、任意のツーピース又はワンピースの従来の単一のチャンバーのオストミー
パウチであるものとすることができる。平坦な排出タップ２０４は、平坦な排出タップ１
４と同様に、概ね平坦な輪郭を有している。平坦な排出タップ２０４は、オストミーパウ
チ２０２のテール部分２１０に嵌まるようになっている上部２０６と、扁平な円筒形状を
有する底部２０８とを含んでいる。１つの実施形態では、底部２０８は、２よりも大きく
、好ましくは４よりも大きい、厚さ２２４に対する幅２２２の比を有している。平坦な排
出タップ２０４は、平坦な排出タップ１４と同様に、シリコーン、ゴム、エラストマー等
のような可撓性の弾性材料から形成される。
【００３０】
　オストミー器具２００はクロージャーキャップ２１２も含み、クロージャーキャップ２
１２は、平坦な排出タップ２０４の出口端部２１０の内側及び外側の両方に嵌まるように
なっているものとすることができ、クロージャーキャップ２１２が平坦な排出タップ２０
４に係合すると、２箇所の漏れのないシールを提供する。クロージャーキャップ２１２は
、外側壁２１４と、外側壁２１４の中央に配置されている突出挿入部分２１６とを含んで
いる。クロージャーキャップ２１２が排出タップに係合すると、挿入部分２１６は、平坦
な排出タップ２０４の底部２０８がクロージャーキャップ２１２の外側壁２１４と挿入部
分２１６との間に画定されるキャビティ２１８内に位置するように、平坦な排出タップ２
０４の内腔２２０内に挿入される。したがって、クロージャーキャップ２１２は、平坦な
排出タップ２０１に係合すると、底部２０８の内側及び外側の両方に嵌まり、２箇所の漏
れのないシールを提供する。クロージャーキャップ２１２は、平坦な排出タップ２０４に
つなぐことができる。
【００３１】
　図８に示されるように、平坦な排出タップ２０４は、概ね平坦であり比較的小さい断面
厚さを有する内腔２２０を含んでいる。したがって、内腔を通る排出物の流れを制限する
ことができる。平坦な排出タップ２０４は、内腔２２０のサイズを増大させることによっ
て排出物の流れを手動で制御することができるように構成されている。図９に示されるよ
うに、平坦な排出タップ２０４のその側部を押して内腔２２０の流れ面積を増大させるこ
とができる。加える圧力の量を制御することによって、内腔２２０のサイズを制御するこ
とができる。図９は、ストーマからの排出物の最大限の流れを可能にするように完全に開
いた内腔２２０を示している。オストミーパウチ２０２からの排出物を収集容器（図示せ
ず）内へ連続的に排出するように、チューブ又はアダプター（図示せず）を平坦な排出タ
ップ２０４に接続することができる。平坦な排出タップ２０４は、図１０に示されている
排出タップのような従来の円筒形の排出タップに比して、押されて開いたときに大幅によ
り大きい内腔を提供することができる。加えて、可撓性である平坦な排出タップは、詰ま
るリスクを大幅に低減することができる。幾つかの実施形態では、平坦な排出タップは、
平坦な排出タップの内面同士が互いに接触する、最初は閉じた内腔を有する。したがって
、平坦な排出タップは、閉じた内腔の位置では、ストーマからの排出物の流れを大幅に制
限するか又は止めることができる。
【００３２】
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　本明細書において引用した全ての特許は、本開示の本文においてそれ自体具体的に示さ
れるか否かにかかわらず、参照によりそれらの全体が本明細書に援用される。
【００３３】
　本開示において、「１つ」という用語は、単数形及び複数形の双方を含むように解釈さ
れるべきである。反対に、複数の要素へのいかなる言及も、適切であれば、単数形を含む
ものとする。
【００３４】
　上記から、本開示の新規の概念の真の主旨及び範囲から逸脱することなく、多くの変更
形態及び変形形態を達成することができることが分かるであろう。図示された特定の実施
形態に対する限定は意図されず、推察もされるべきではないことを理解されたい。本開示
は、添付の特許請求の範囲によって、特許請求の範囲に入るような全ての変更形態を包含
することが意図される。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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